
立法支援システム
法令の改正

方式
法令の公示方式

公式法令データの

所在・整備主体

民間の法令

集との

棲分け

法制事務に関するデジタル

化を定める法令等

Rules as Code等の

取組み

米国
○

CodeXプロジェクト（スタン

フォード大の取組）

英国

エストニア

ドイツ
◎

E-legislation Platform

◎

Project ”E-Legislation”において、

法案の電子公布を企図(Project ”E-

Legislation”は2023年末まで実施予

定)。

◎

LegalDocML.de

デンマーク

◎

Lex Dania(一次法案、二次

法案ともに本システムにより

起草され、XML,PDF,HTML

で出力される)

◎

官報電子版(2008.1.1~)

※2007年に紙の官報は廃止。

◎

・2018年以降に制定される法令はデジ

タル7原則に適合しなければならない

(January 16th 2018「the political

agreement on digital-ready

legislation」)

・Digital ready Legislation事務局が存

在

○

PDF,XML,HTMLで法令データ

を公開。

フランス
◎

OpenFisca

EU

◎

LEOS(https://joinup.ec.eur

opa.eu/collection/justice-

law-and-

security/solution/leos-

open-source-software-

editing-legislation)

◎

電子版・紙が併存。

2013年7月1日以降、法的効力を有

するのは原則として電子版。ただ

し、システムトラブル等特段の事情

がある場合には、紙版が正本とな

る。

◎

公式法令データ：EUR-Lex

(https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html)

整備主体： Publications Office of

the European Union

　 　

◎

・LEOS内データはXML方式で

保存

・EUR-Lex上のデータはXML

で公開

中国

韓国

シンガポール

インド

オーストラリア

◎

・Regulation as a Platform

(RaaP)

・Digital Legislation Working

Group

ニュージーランド

◎

”Better Rules”

プログラム

海外調査項目案
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（注）本資料は、調査項目選定に向けた議論のために作成したものであり、記載内容の正確性等を担保するものではない。


